
相模原市児童福祉施設指導監査実施要綱 

(趣旨)  

第１条 この要綱は、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。)第４６条第１項の規定により実施する児童福祉施設(以下「施設」とい

う。)に関する指導監査について必要な事項を定めるものとする。 

(基本方針） 

第２条 施設に対する指導監査は、法第４５条に定める最低基準を維持するととも

に、適正な施設運営及び円滑な事業の運営の確保を図ることを目的に実施する。 

２ 指導監査の実施に当たっては、画一的、形式的な問題の指摘に陥ることがない

よう配慮するとともに、提供する福祉サービスの質の向上のために必要に応じ助

言、指導を行うものとする。 

(指導監査の対象) 

第３条 指導監査の対象は、相模原市内に所在する法第 7 条第１項に規定する児童

福祉施設であって、法第３５条第３項及び第４項に規定するものとする。 

 (指導監査の種類) 

第４条 指導監査は、一般指導監査及び特別指導監査とする。 

２ 一般指導監査は、定期指導監査及び臨時指導監査とする。 

（１）定期指導監査は、実施計画に基づき、施設の事業所内において実地に行うも

のとする。 

（２）臨時指導監査は、緊急的な指導監査が必要であると市長が判断した場合に施

設の事業所内において実地に行うものとする。  

３ 特別指導監査は、一般指導監査によって重大な問題が認められた施設又はその

運営が著しく適正を欠くものと認められる施設を対象として実施する。 

４ 特別指導監査の実施時期、実施方法、実施内容等については、その都度市長が

定める。 

(指導監査基準） 

第５条 定期指導監査は、別に定める相模原市指導監査基準(保育所編)(平成２０

年４月１日施行)、相模原市指導監査基準(児童養護施設編)(平成２２年４月１日

施行)、相模原市指導監査基準(知的障害児通園施設編)(平成２２年４月１日施

行)、相模原市指導監査基準(肢体不自由児施設編)(平成２２年４月１日施行)、

相模原市指導監査基準(重症心身障害児施設編)(平成２２年４月１日施行)（以下



「指導監査基準」という。)に基づき実施する。 

(実施計画の策定) 

第６条 市長は、指導監査を効果的かつ効率的に実施するため、実施計画を策定す

るものとする｡ 

２ 市長は、実施計画の策定に当たっては、対象施設の事業運営に支障のないよう

必要な調整を行うとともに、対象の施設に係る情報交換を密にするなど事業の主

管課と十分な連携を図るものとする｡ 

３ 市長は、実施計画の策定に当たっては、あらかじめ相模原市指導監査等連絡調

整会議に諮るものとする。 

(指導監査の実施方法) 

第７条 市長は、定期指導監査を実施する場合は実施日のおおむね３０日前までに、

臨時指導監査を実施する場合は実施日のおおむね７日前までに、次に掲げる事項

について文書により施設を運営する社会福祉法人等の代表者(以下「法人等の代

表者」という。)に通知する。 

（１）指導監査の根拠規定 

（２）指導監査の対象施設 

（３）指導監査の対象期間 

（４）指導監査の日時 

（５）指導監査の担当職員数 

（６）準備すべき書類 

（７）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 法人等の代表者は、指導監査の実施日のおおむね１４日前までに別に定める指

導監査事前提出資料(以下「事前資料」という。)を市長に提出しなければならな

い。 

３ 指導監査は、法人等の代表者、施設長、施設に従事する職員等から事前資料に

基づいて説明を聞き取るほか、必要に応じて関係施設及び設備並びに帳簿及び書

類を確認することにより行う。 

４ 指導監査の実施に当たっては、必要に応じて関係行政機関、施設等に関係する

者に対して必要事項の照会及び調査を行うことができる。 

５ 指導監査の実施に当たっては、必要に応じて市の事業主管課の協力を得て実施

することができる。 



６ 指導監査は、必要に応じて厚生労働省と合同で行うことができる。 

 (指導監査の講評） 

第８条 指導監査に従事する職員は、指導監査の終了後、当該指導監査の結果につ

いて法人等の代表者、施設長、施設に従事する職員等に対し、現地において講評

を行うものとする。 

(指導監査の結果に基づく改善指導等） 

第９条 市長は、定期指導監査の場合は指導監査基準に定める項目ごとに、臨時指

導監査及び特別指導監査の場合は実施の目的に関する項目ごとに、それぞれ評価

を行い、設置者に指導監査の結果を通知するものとする。 

２ 前項の通知は、指導監査結果通知書により、指導監査実施日からおおむね３０

日以内に行うものとする。 

３ 法人等は、指導監査結果通知書で指摘を受けた事項について、当該社会福祉法

人の理事会(評議員会を設置している場合は評議員会及び理事会。以下「理事会

等」という。)に報告し、要改善事項として指摘を受けた事項については改善是

正について理事会等で検討しなければならない。 

４ 法人等の代表者は、要改善事項の改善状況について、指導監査結果通知書が到

達した日からおおむね６０日以内に、改善結果報告書により市長に報告しなけれ

ばならない。 

  なお、やむを得ない理由により期限内に改善結果報告書による報告ができない

場合は、その理由及び報告予定日を文書で市長に報告し、指導を受けるものとし、

改善是正が終了した時点で速やかに改善結果報告書による報告を行うものとする。 

５ 改善結果報告書には、改善結果等を検討した理事会等の議事録の写し(社会福

祉法人が運営する施設に限る。)、その他市長が必要と認めた書類を添付するも

のとする。 

６ 社会福祉法人以外のものが運営する施設については、第３項の規定は、適用し

ない。 

(改善勧告) 

第１０条 市長は、第４条第３項に規定する特別指導監査の結果に対して前条第４

項に定める改善結果報告書の提出がない場合又は改善内容が指導監査基準に適合

しないときは、法第４６条第３項の規定による勧告をするものとする。 

２ 法人等の代表者は、前項に規定する改善勧告の通知が到達した日から３０日以



内に必要な改善の措置をとり、その内容を市長に文書をもって報告しなければな

らない。 

(委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 相模原市公立保育所及び認可保育所指導監査実施要綱(平成２０年４月１日施

行)は廃止する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 相模原市認可保育所指導監査実施要綱(平成２１年４月１日施行)は廃止する。 


